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幸田町公告第４号 

 

  幸田町公共施設予約システム導入業務公募型プロポーザルを次のとおり行う。 

 

     令和８年４月７日 

幸田町長  成瀬 敦 

 

 

 本業務は、公共施設予約システムを導入することで、町民の利便性向上を最優先とし、

施設利用の促進を図る。 

 本町は、現在「幸田町予約システム」を運用し、文化・スポーツ・レジャーの１８施設

において、オンラインで施設の空き状況の照会、予約申込み、施設の抽選等が可能である。

本システムは、現在約２，８００人の登録者がいるが、使用料の支払、利用許可書の受領

は窓口に出向く必要がある。利用者が窓口に出向く必要がないように、オンライン上で施

設の予約の申請、使用料のキャッシュレス化、利用許可書の受領ができるように新たなシ

ステムを導入する。 

 システム導入に当たっては、価格だけでなく、利用者にとって使いやすいシステムを第

一とし、また、システム構築及び管理運用について高い安定性や高度な技術力が求められ

ることから、プロポーザル方式により受託事業者を選定するものとする。 

 本要領は、幸田町公共施設予約システム導入業務を行う事業者を選定するため、必要な

事項を定めるものである。 

 

１ 業務概要 

⑴ 業務名 

 幸田町公共施設予約システム導入業務 

⑵ 業務内容 

 別紙「幸田町公共施設予約システム導入業務仕様書（以下「仕様書」という。）」

による。なお、業務仕様書の内容は現時点のものであり、プロポーザルにより最優秀

提案者が選定され、業務を受託する候補者（以下「業務受託候補者」という。）との

協議の中で変更する場合がある。 

⑶ 業務期間 

 ア 導入期間：契約締結日から令和８年１１月３０日まで 

        ※試行期間２か月程度含む。 

イ システム運用・保守期間：令和８年１２月１日から令和９年３月３１日まで 

 ⑷ 業務場所 幸田町教育委員会文化スポーツ課（幸田町大字菱池字黒方地内ほか） 

⑸ 提案上限額 

 金１４，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 ※本金額はプロポーザルのために設定した上限額であり、契約金額ではない。 

ア 上記金額には、システム導入に係る費用のほか、システム運用・保守に係る費用

も含めるものとする。 

イ 令和９年４月１日以降は、運用・保守委託について、受託者と長期継続契約 

（５年間）を締結することにより、本システムの運用を継続し、システム費用の支

払は年度ごとに行うものとする。ただし、契約締結日の属する年度の翌年度以降に

おいて、本業務に係る歳出予算が減額された場合は、この契約を変更又は解除する。 
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 ⑹ 全体スケジュール 

No. 項目 日時 

１ 公募要項の公表 令和８年４月７日（火） 

２ 参加表明書、質問の受付期限        １７日（金） 

３ 質問に対する最終回答        ２１日（火） 

４ 企画提案書、見積書等提出期限        ２４日（金） 

５ 一次書類審査結果の通知        ３０日（木） 

６ 二次（最終）プレゼンテーション審査      ５月１３日（水） 

７ 二次（最終）審査結果の通知        １９日（火） 

 

２ 選定方法 

  公募型プロポーザル方式により決定した優先交渉権者と随意契約 

 

３ 参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。 

⑴ 幸田町入札参加資格を有する者 

⑵ 参加申込みの通知日から提案書の提出期限までの期間に、幸田町の入札における

指名停止措置要領に基づく指名停止又は指名保留措置を受けていない者 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する

要件に該当しない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）上の更生手続開始の申立てをした者に

あっては、参加申込みの通知日までに同法に基づく裁判所による更生手続開始決定

がなされている者 

⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）上の再生手続開始の申立てをした者に

あっては、参加申込みの通知日までに同法に基づく裁判所による再生手続開始決定

がなされている者 

⑹ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001 又は JIS Q 27001）又は

プライバシーマーク（JIS Q 15001）の認証を受けている者 

⑺ 国税及び地方税を滞納していない者 

 

４ 参加申込 

 このプロポーザルに参加を希望する事業者は、次により参加を申し込むこととする。 

⑴ 提出書類  ア 参加表明書（様式第１号） 

        イ 会社概要書（様式第２号） 

          ※国税、地方税が課税される団体について、未納の税額がない旨の

証明書 

        ウ 受注実績書（様式第３号） 

※国又は地方公共団体等の施設予約システム導入実績 

エ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001 又は

JIS Q 27001）又はプライバシーマーク（JIS Q 15001）の認証を

取得したことがわかる書類（許諾書の写し等） 

 ⑵ 提出部数 各１部（Ａ４判縦左綴じ） 

 ⑶ 提出方法 電子メール又は持参 

 ⑷ 提出期限 令和８年４月１７日（金） 

⑸ 提出先  幸田町教育委員会 文化スポーツ課 

（愛知県額田郡幸田町大字菱池字黒方７８番地） 

       E-Mail bunkasports@town.kota.lg.jp 
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        ※電子メールの場合は、件名を「施設予約システムプロポーザル参加表

明（業者名）」とすること。 

 

５ 受理通知 

 参加表明書をメールで御提出いただいた場合、受信後、翌日（日曜日及び月曜日に

受信した場合は火曜日）までに提出書類を確認し、幸田町教育委員会文化スポーツ課

より受理・不受理をメールにて通知する。 

※メール送信の翌々日になっても返信が無い場合は、最終ページの連絡先までお問い 

合わせください。 

 

６ 質問書の受付及び回答 

 本実施要領その他関係資料の内容について質問がある場合は、次のとおり受付し、

回答する。なお、軽微な事項（実施要領や仕様書の記載内容の確認等）については、

その都度回答することがある。 

⑴ 質問書の提出 

ア 提出書類 質問書（様式第４号） 

イ 提出方法 電子メールにて送付すること。 

ウ 提出期限 令和８年４月１７日（金）午後５時まで 

エ 提出先  幸田町教育委員会 文化スポーツ課 

        E-Mail  bunkasports@town.kota.lg.jp 

       ※件名を「施設予約システムプロポーザル質問書（業者名）」とする

こと。 

⑵ 質問への回答 

ア 最終回答日 令和８年４月２１日（火） 

イ 回答方法  質問内容をとりまとめの上、プロポーザル参加者全員に対し、メー

ルにより回答する。 

 

７ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類 

ア 企画提案書  

詳細は「８ 企画提案書について」に記載 

イ 価格提案書（様式第５号）  

詳細は「９ 価格提案書について」に記載 

 ※事務機器の参考価格書については、製品内容等の分かるものを添付すること。 

ウ 別紙１「幸田町公共施設予約システム機能要件一覧（以下「機能要件一覧」とい

う。） 

詳細は「１０ 機能要件について」に記載 

 ⑵ 提出部数 各１部（原則、Ａ４判縦左綴じで、別紙１についてはＡ３縦判でも可） 

 ⑶ 提出方法 電子メール又は持参 

 ⑷ 提出期限 令和８年４月２４日（金）午後５時まで 

⑸ 提出先  幸田町教育委員会 文化スポーツ課 

（愛知県額田郡幸田町大字菱池字黒方７８番地） 

       E-Mail bunkasports@town.kota.lg.jp 

        ※電子メールの場合は、件名を「施設予約システムプロポーザル提案書

（業者名）」とすること。 

 

８ 企画提案書について 

 企画提案書の記載事項は下表のとおりとする。なお、用紙はＡ４判縦とし、３０ペ
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ージ以内とする。また、様式は自由とする。 

№ 項目 企画提案書 記載内容 

１ 事業目的と提案方

針 

本業務の趣旨を理解し、目的達成のための提案方針を記

述すること。 

２ システムの汎用性 ⑴ 対応ブラウザ 

⑵ スマートフォン、タブレット端末への対応 

３ システムの拡張性 ⑴ 本町が将来的に活用可能な拡張性のある機能提案に

ついて記述すること。 

⑵ ＯＳ・ブラウザ等のバージョンアップに関する対応 

⑶ 導入するシステムのバージョンアップに関する対応 

⑷ 施設及び室場が増加した場合の費用負担について 

４ システムの構成と

処理速度 

⑴ インターネットデータセンター（IDC）の特徴 

⑵ システム構成の特徴 

５ 情報セキュリティ 提供されるシステムのセキュリティ対策について記述す

ること。 

６ 施設予約機能の使

いやすさ 

システムを実際に利用する利用者が、便利であると実感

できる機能について具体的な提案を２点以上記述するこ

と。 

提案は、本業務で提供できる機能であれば、別紙１の機

能要件一覧表に記載の有無は問わない。また、２点の

内、少なくとも１点は、利用者が施設予約を実施する場

合の操作を対象とすること。 

７ 管理者機能の使い

やすさ 

システムを実際に利用する職員が、便利であると実感で

きる機能について具体的な提案を２点以上記載するこ

と。 

提案は、本業務で提供できる機能であれば、別紙１の機

能要件一覧表に記載の有無は問わない。 

８ バリアフリー機能 提供されるシステムが、高齢者や障害者にとって利用し

やすいかを、ユニバーサルデザイン（バリアフリー）の

視点から具体的に記載すること。 

９ 研修会、運用支援 ⑴ システム稼動前の研修会実施について 

⑵ 運用支援の考え方と実施内容・体制について 

10 障害対応（保守） ⑴ 保守及び障害対応の考え方と実施内容・体制につい

て 

⑵ 障害対応が可能な時間及びその対応について 

11 独自提案 本システムを運用するにあたり、貴社に独自の提案があ

れば、その内容を記載すること。 

12 本業務へのプロジ

ェクト体制 

プロジェクト体制を記載すること。（システム導入及び

運用保守の体制） 

13 スケジュール システム導入から運用開始までの全体スケジュールを示

すこと。 

14 その他 データ移行が発生する場合は、その方法とポイントにつ

いて記述すること。 

 

９ 価格提案書について 

 提案金額の算出に当たっては、次の項目に分けて価格を提案するものとする。なお、

消費税率は１０％として積算すること。 
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⑴ システム導入費 

 仕様書に基づくシステム構築、システム提供、その後の管理等に係る経費を記入す

ること。 

⑵ システム運用・保守費 

 システム導入後（４か月間を想定）の運用・保守の費用とする。また、運用・保守

の費用については、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間の参考

価格書を併せて提出すること。 

 また、事務機器については、提供を予定する機器等の詳細な内訳を示した参考価格

書（任意様式）を提出すること。 

 

10 機能要件について 

機能要件一覧表（別紙１）の対応状況について、適否欄に対応可能で「◎」、代替案 

で「〇」、カスタマイズで「△」、対応不可で「×」を選択し、カスタマイズ「△」が

ある場合は、「代替案」に具体的な内容（加算費用がある場合は概算金額を示すこ

と。）を記載するものとする。 

必須要件において「×」が１項目でもある場合は、要件一覧対応状況が「０点」とな 

り、関連する評価内容についても減点対象となるので留意すること。また、代替案又

はカスタマイズについても、職員の業務量が著しく増える等、効率的な提案でないと

判断した場合も同様に減点対象となる。 

 

11 審査方法 

 審査方法は次に示すとおりとする。 

⑴ 一次審査（事務局による書類審査） 

 提出書類について書類審査を行い、審査項目ごとに評価点を算出し、評価の高い提

案者から順に３者を一次審査の通過者とする。 

ア 実施日 

  令和８年４月２５日（土）※変更する場合がある。 

イ １次審査（企画提案書等）の審査項目及び配点 

審査項目 配点 

１ 事業者の概要 10 点 

２ 実績 20 点 

３ 本業務へのプロジェクト体制 20 点 

４ 独自提案 40 点 

５ 構築の対応 30 点 

６ 価格提案額 30 点 

７ 機能要件 209 点 

１次審査合計 359 点 

ウ 結果通知日 

  令和８年４月３０日（木） 

⑵ 二次審査（審査委員によるプレゼンテーション審査） 

 一次審査を通過した者を対象に、企画提案書に基づくプレゼンテーション及び質疑

応答を実施し、審査項目ごとに評価点を算出するものとし、評価の最高得点者を業務

受託候補者とする。 

 なお、実施時間、場所については二次審査対象者のみに通知する。 
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ア 実施日 

  令和８年５月１３日（水） 

イ 時間配分 

 (ア) 準備（５分） 

 (イ) プレゼンテーション（２５分） 

 (ウ) 質疑応答（１５分） 

 (エ) 片付け（５分） 

ウ 使用機材 

 プロジェクター、接続用ＨＤＭＩケーブル、スクリーン、電源ケーブル、マイク

は幸田町が用意する。パソコン、その他プレゼンテーションに必要な機器は提案者

が用意すること。 

エ プレゼンテーションの内容は、提出のあった提案内容に基づくものとする。なお、

追加の資料は認めない。 

オ プレゼンテーションはシステムの導入に関わる予定のプロジェクト管理者又はプ

ロジェクトリーダーが行うものとし、参加者は補助者も含めて４人までとする。 

カ 二次審査（プレゼンテーション）の審査項目及び配点 

 

審査項目 配点 

１ 事業目的と提案方針 10 点 

２ システムの汎用性 10 点 

３ システムの拡張性 20 点 

４ システムの構成と処理速度 20 点 

５ 情報セキュリティ 20 点 

６ (利用者側)施設予約機能の使いやすさ 50 点 

７ (管理側)管理者機能の使いやすさ 30 点 

８ バリアフリー機能 20 点 

９ 研修会、運用支援 10 点 

10 障害対応（保守） 10 点 

11 １次審査の合計得点 359 点 

２次審査合計 559 点 

キ 結果通知日 

  令和８年５月１９日（火） 

 

12 失格事項 

 参加表明者が次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

⑴ 提出された価格提案額が、提案上限額を超過している場合 

⑵ 提出方法及び提出期限に適合しない場合。ただし、提出者の責めに帰することが

できない事由によるものであるときは、その限りでない。 

⑶ 企画提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合 

⑷ 虚偽の内容が記載されている場合 

 

13 契約方法など 

 業務受託候補者となった提案者と契約締結の交渉を行い、合意に達した際に契約を
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締結する。契約交渉が不調となった時は、２次審査において次点の提案者と契約交渉

を行う。 

 

14 その他事項 

⑴ 参加表明者が１者のみであった場合においても、本プロポーザルを実施する。 

⑵ このプロポーザル参加に係る費用は、事業者の負担とする。 

⑶ 提出された書類（電子データを含む。）は返却しないこととする。 

⑷ 幸田町が要求した場合を除き、提出期限以降における書類の差し替え及び再提出

は認めない。 

⑸ 提出された書類等は、法令に定める場合を除き、このプロポーザルの目的以外に

無断で使用しない。 

 

15 連絡先（担当部署） 

幸田町教育委員会 文化スポーツ課  担当 板垣 

TEL：０５６４－６３－５１９２（直通） 

FAX：０５６４－６３－１６７５ 

E-Mail：bunkasports @town.kota.lg.jp 

 

 


